
 
 
 

 
2025年６月 19日 

各 位 

会 社 名 ｎｍｓ ホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 河野 寿子 

（コード：2162 東証スタンダード） 

問合せ先 執行役員 経理部長 川村 岳生 

（TEL：03-5333-1711（代表）） 

 

株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ 

 

当社は、当社の株主である小野文明氏より、会社法第 297 条第１項の規定に基づき、臨時株主総会招集

の請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面（2025年６月６日付「臨時株主総会招集等請求書(2)」。

以下「本請求書」といいます。）を 2025 年６月９日に受領し、同月 18 日に受領した個別株主通知により

同氏が本請求を行うための要件を満たしていることを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

記 

 

１．臨時株主総会の招集請求をした株主の概要 

  小野文明 

  小野文明氏は、当社の総株主の議決権の 100 分の３以上の議決権を６ヶ月前から引き続き保有してい

る株主であります。 

 

２．臨時株主総会の招集請求が行われた年月日 

  2025年６月９日 

 

３．臨時株主総会の招集請求の内容 

 （１）株主総会の目的事項 

   議案① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち、河野寿子、荒井清光、中村亨、大野一

郎を解任する件 

   議案② 監査等委員である取締役のうち、根本豊、大原達朗、鈴木真紀を解任する件 

   議案③ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件 

   議案④ 監査等委員である取締役３名選任の件 
 

 （２）招集の理由等 

   本請求書を別紙として添付しておりますので、ご参照ください。 

 

４．臨時株主総会の招集請求への会社の対応方針等 

  本請求に対する当社の対応方針につきましては、慎重に検討の上、決定次第開示いたします。 

 

５．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

  本請求の議案①及び議案②の対象者は、2025年６月 27日開催予定の当社第 40期定時株主総会（以下

「本定時株主総会」といいます。）における会社提案の取締役候補者です。また、本請求の議案③及び議



案④の候補者は、本定時株主総会における小野文明氏による株主提案の取締役候補者です。本請求書に

おいては、本定時株主総会で小野文明氏の株主提案が承認可決された場合には本請求を撤回する予定で

あると記載されております。 

  本定時株主総会における会社提案及び株主提案の取締役候補者については、第 40期定時株主総会招集

ご通知をご参照ください。 

以 上 



〒160-0023

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

runsホ ールディングス株式会社

代表取締役 河野 寿子殿

冠 省

2025年6 月6日

小 野 文 明

［本書面の連絡先］

〒102-0093

東京都千代田区平河町二丁目2番1号

平河町共和ビル4階 ‘9 ぐ

OMM法律事務所 、尋
電話 03-3222-0330 

FAX 03-3222-0331 

弁護士

同

同

同

臨時株主総会招集等請求書(2)

粂 田 航

中 田 吉 昭

榎 木 智 浩

大 塚 あかり

私（以下「請求人」といいます。）は、nmsホ ールディングス株式会社（以下「当社」といいます。）の総株

主の100分の3 以上の議決権を6 か月前から引き続き有する株主として、 当社の代表取締役である河野寿子

殿 （以下「貴殿」といいます。）に対し、 会社法297条l項に基づき、 下記のとおり株主総会の目的である事

項及び招集の理由を示して、 当社の株主総会の招集を請求します（取締役による招集（会社招集）となる場合

には、 会社法305条に基づき、 下記を招集通知に記載又は記録することを請求します。）。

なお、 請求人は、 本書による請求に係る当社との法律関係等に関する一切の件について、OMM法律事務所

を代理人に選任しておりますので、 以後の請求人に対する連絡等は、 代理人宛て（連絡担当：OMM法律事務

所弁護士粂田航）にしてください。

記

別紙




















